
第１ 号様式（ 日本産業規格Ａ 列４ 番）  

番     号  

年  月  日  

 

愛知県知事 ○○ ○○ 殿 

 

名称及び代表者名          

所     在     地 

 

○○年度生活交通路線維持費補助金及び 

路線維持合理化促進補助金交付申請書 

 

愛知県バス 運行対策費補助金交付要綱及び愛知県補助金等交付規則の規定によ り 、 ○○

年度生活交通路線維持費補助金及び路線維持合理化促進補助金の交付を 関係書類を添えて、

下記のと おり 申請し ま す。  

記 

 

１ ． 交付を 受けよ う と する 補助金の額 

 ○生活交通路線維持費補助金 

運 行 系 統 数 補 助 金 の 額 

 千円 

 ○路線維持合理化促進補助金 

運 行 系 統 数 補 助 金 の 額 

 千円 

 

２ ． 補助金の交付を受けよ う と する 理由 

 

３ ． 申請事業者の概要 

補 助 対 象 

期 間 の 

損 益 状 況 

乗 合 バ ス 事 業 

営業収益 千円 営業外収益  千円 経 常 収 益 千円 

営業費用 千円 営業外費用  千円 経常費用ア 千円 

営業損益 千円 営業外損益  千円 経 常 損 益 千円 

乗合バス事業の 
補助対象期間の 
実車走行キロイ  

kｍ  経常収支率  ％ 

  

 



４ ． キロ 当たり 補助対象経常費用 

補   助 

ブロ ッ ク 名 

乗合バス 事業者

キロ 当たり 経常

費用（ 実績）  

ア÷イ ＝ウ  

地域キロ 当たり

標準経常費用 

エ 

キロ 当たり 補助対象経常費用 キロ 当たり  

経常費用の差 

ウ ‐ オ＝カ  

ウ 又はエのいずれか少ない方の額 

オ 

 円  銭 円  銭 円  銭 円 銭 

 

５ ． 旅客運賃の上限変更認可状況 

補   助 

ブロ ッ ク 名 
認可日 

認可を 受けた 

補助対象期間 

要綱第１ 条第１ 項

第 12 号（ ロ ） の  

適用割合( a)  

改定率 

( b)  

 令和 年 月 日 基準期間の  年度 ／３  ％ 



往 ㎞ 往 ㎞ 往 ㎞ 往 ㎞ 往 ㎞ 往 ㎞

復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ % 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ %
往 ㎞ 往 ㎞ 往 ㎞ 往 ㎞ 往 ㎞ 往 ㎞

復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ % 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ %
往 ㎞ 往 ㎞ 往 ㎞ 往 ㎞ 往 ㎞ 往 ㎞

復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ % 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ %

往 ㎞ 往 ㎞ 往 ㎞ 往 ㎞ 往 ㎞ 往 ㎞

復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞ 復 ㎞ ㎞

往 ㎞

復 ㎞ ㎞ % 円 円

往 ㎞

復 ㎞ ㎞ % 円 円

往 ㎞

復 ㎞ ㎞ % 円 円

往 ㎞

復 ㎞ ㎞ 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

円 円 円 円 円 円 円 円 円 円

補助対象期間

における実車

走行キロ当た

り経常収益の

運賃改定によ

る増収分

e×b÷(1＋b）

×a＝f

経常収益控
除額

カとfのい
ずれか少な
い額
g

乗合バス事業者キロ
当たり補助路線経常

収益

全補助路線の実車
走行キロ

全補助路線
の経常収益

補助対象系
統の実車走
行キロ当た
り経常収益
c÷d＝e

円

円

円

㎞

㎞

㎞

乗合バス事業の補
助対象期間の実車

走行キロ
（前年度）

経常費用
（前年度）

過疎バス路線維持費補
助金の対象区間に係る

キロ程
（「他路線との競合部
分に係るキロ程」重複

を除く）

合　　計 円 銭

円 銭

円 銭

銭円

補助
ブ
ロッ
ク名

申請
番号

特例
措置

地域キロ当たり
標準経常費用か
ら乗合バス事業
者キロ当たり経
常費用を控除し

た額

インセン
ティブ対
象経費
(地域分)

インセンティブ対象経費
(自社改善分) インセンテ

ィブ対象経
費の合計

費用
改善

収益
改善

[メ]又
は[モ]
のうち
いずれ
か多い
方の額

補助対象経
費の限度額

[ラ]に記載があ
る場合は[ラ]と
[リ]を、記載が
無い場合は[ヨ]
と[リ]を比べい
ずれか少ない方
の額(特例措置適
用路線は記載要
領22参照)

補助対象
経費

円 銭

前年度 ㎞ 円 銭

[ユ]のうち補
助ブロック外
乗入部分、同
一補助ブロッ
ク県外乗入部
分及び過疎バ
ス路線維持費
補助金の対象
区間部分以外
に係るもの

平均乗車密
度が5人未
満の路線

銭 申請年度

[ユ]のうち補
助ブロック外
乗入部分、同
一補助ブロッ
ク県外乗入部
分、他路線と
の競合部分及び
過疎バス路線維
持費補助金の対
象区間部分以外

に係るもの

㎞

㎞

生活交通
路線維持
費補助金
計算額

平均乗車密
度が5人未
満の路線

乗合バス事業者キ
ロ当たり経常費用
（前年度）

㎞

合　　計 系統

補助ブロック
外乗入部分、
同一補助ブ
ロック県外乗
入部分、他路
線との競合部
分及び過疎バ
ス路線維持費
補助金の対象
区間部分以外
のキロ程の比
率

起点
主な
経由地

終点

６.生活交通路線維持費補助金及び路線維持合理化促進補助金交付申請に係る運行系統の概要及び補助申請額

補助
ブ
ロッ
ク名

申請
番号

特例
措置

運行系統名 運行系統 系統キロ程 地域公共交通利便増
進事業を実施する区
域におけるキロ程

系統キロ程
と地域公共
交通利便増
進事業を実
施する区域
におけるキ
ロ程との比

率

補助ブロック外乗
入部分のキロ程

同一補助ブロック
県外乗入部
分のキロ程

他路線との競合部
分に係るキロ程

補助
ブ
ロッ
ク名

申請
番号

特例
措置

補助ブロック外
乗入部分、同一
補助ブロック県
外乗入部分及び
過疎バス路線維
持費補助金の対
象区間部分以外
のキロ程の比率

実車走行
キロ

補助対象
経常費用

補助対象
経常収益

eとhのいずれ
か少ない額

i

過疎バス路線維持費
補助金の対象区間に

係るキロ程

補助対象経常
費用から補助
対象経常収益
を控除した額

㎞

　　　円　　　銭

補助対象
経費

　　　円　　　銭

　　　円　　　銭

要綱第1条第1項第12号（ロ）の適用が
ある場合

　　円　銭

　　円　銭

　　円　銭　　円　銭

乗合バス事業者キロ当たり補助路線経常収益

補助対象期間

　　円　銭

　　円　銭

経常収益

c

実車走行キ
ロ

d

　　円　銭

　　円　銭

要綱第1条
第1項第12
号（ロ）の
適用後のキ
ロ当たり経
常収益
eーg＝h

㎞ 円

路線維持
合理化促
進補助金
計算申請
額

　　円　銭

　　円　銭

　　円　銭

　　円　銭

補助対象経
費の限度額

[ツ]又は[テ]
のうちいずれ
か少ない方の

額

[ト]のうち補助
ブロック外乗入
部分、同一補助
ブロック県外乗
入部分、他路線
との競合部分及
び過疎バス路線
維持費補助金の
対象区間部分以
外に係るもの

[ト]のうち補助
ブロック外乗入
部分、同一補助
ブロック県外乗
入部分及び過疎
バス路線維持費
補助金の対象区
間部分以外に係

るもの

合　　計 ㎞

.
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(平均)

千円

千円

千円

千円

千円

千円 千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円
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ク ク÷キ＝ケ コ サ シ スキ

ソ オ×ソ＝タ

タ－チ＝ツ タ×9/20＝テ ト ト×セ＝ナ ト×セ‘＝ナ’ ヌ ヌ×1/2＝ネ

ノ ハ ノ÷ハ＝ヒ フ へ フ÷へ＝

ホ

マ

エ－ウ＝ミ
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【 補助金申請額】

( 1) 記載要領

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

11

12

場合は、 その重複区間を 除く キロ 程を記載する こ と 。

13

「 ○」 を記載し た系統のみ記載する こ と 。

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

( 2) 添付資料

1.

2.

3.

4.

利便増進計画の認定を受け、 特例措置の適用を受ける こ と と なる 場合は、 利便増進計画の写し 及び認定通知書の写し 並びに特例を受けよ う と する 路線に係る 計画の概要

[ ナ] の金額に加算し た金額を記載する 。

[ フ ] の値は[ チ] の合計欄、 [ へ] の値は[ ソ ] の合計欄に相当する 値（ 単位未満切り 捨て） を記載する こ と 。

[ メ ] 及び[ モ] については、 改善があったも のを記載する こ と 。

「 イ ンセンティ ブの対象経費の合計」 の欄は、 [ ム] 及び[ ヤ] の両方に記載がある 場合のみ記載する こ と 。

キロ 程の比率」 の欄、 「 [ ツ ] のう ち補助ブロ ッ ク 外乗入部分、 同一補助ブロ ッ ク 県外乗入部分及び過疎バス 路線維持費補助金の対象区間部分以外に係る も の」 の欄は、 「 特例措置」 の欄に

「 系統キロ 程と 地域公共交通利便増進事業を実施する 区域における キロ 程と の比率」 の欄、 「 補助ブロ ッ ク 外乗入部分、 同一補助ブロ ッ ク 県外乗入部分、 他路線と の競合部分

及び過疎バス 路線維持費補助金の対象区間部分以外のキロ 程の比率」 の欄及び「 補助ブロ ッ ク 外乗入部分、 同一補助ブロ ッ ク 県外乗入部分及び過疎バス 路線維持費補助金の対象区間部分

「 実車走行キロ 」 の欄は、 小数点第１ 位（ 第２ 位以下切り 捨て） ま で算出し て記載する こ と 。

「 平均乗車密度が5人未満の路線」 の欄は、 平均乗車密度が５ 人未満の路線についてのみ記載する こ と 。 なお、 みなし 運行回数と は当該運行系統の輸送量を５ 人で除し た数値（ 端数切り 捨て）

をいう 。

往・ 復のキロ 程が異なる 系統については、 往・ 復の合計の平均値ではなく 、 各申請系統の往・ 復の平均値の合計を記載する こ と 。

「 同一補助ブロ ッ ク 県外乗入部分のキロ 程」 の欄は、 同一補助ブロ ッ ク 内における 県外乗入部分のキロ 程を記載する こ と と し 、 補助ブロ ッ ク が異なる 県外乗入部分は[ コ ] に記載する こ と 。

ま た、 県外乗入部分がある 場合は、 該当系統について県名を付し て同様に記載する こ と 。

「 他路線と の競合部分に係る キロ 程」 と は、 他の運行系統と の競合区間の合計が50％以上の生活交通路線であって、 当該競合区間の輸送量が１ 日当たり 150人を超える 部分のキロ 程の

こ と を いい、 当該補助ブロ ッ ク 内区間（ 系統キロ 程[ キ] －補助ブロ ッ ク 外乗入部分のキロ 程[ コ ] －同一補助ブロ ッ ク 県外乗入部分のキロ 程[ サ] ） に係る キロ 程を記載する こ と 。

「 補助ブロ ッ ク 名」 の欄は、 「 国庫補助金交付要綱」 別表６ の名称を 記載する こ と 。

地域キロ 当たり 標準経常費用は、 県が通知し た数値によ る こ と 。

申請番号は、 系統ごと に一連番号と する こ と 。 なお、 １ 系統が２ つ以上の補助ブロ ッ ク にま たがる 場合は、 その比率に応じ 低いほう をカッ コ 書き の番号と する こ と 。

「 特例措置」 の欄は、 地域公共交通利便増進計画の認定を 受け、 特例措置を 受ける 場合に「 ○」 を記載する こ と 。

「 系統キロ 」 の欄、 「 地域公共交通利便増進事業を実施する 区域における キロ 程」 の欄、 「 補助ブロ ッ ク 外乗入部分のキロ 程」 の欄、 「 同一補助ブロ ッ ク 県外乗入部分のキロ 程」 の欄、

「 他路線と の競合部分に係る キロ 程」 の欄及び「 過疎バス 路線維持費補助金の対象区間に係る キロ 程」 の欄は、 小数点第１ 位（ 第２ 位以下切り 捨て） ま で算出し 、

旅客運賃の上限変更認可を受け、 要綱第1条第1項第12号（ ロ ） の適用を受ける こ と と なる 場合は、 当該認可書の写し

「 過疎バス 路線維持費補助金の対象区間に係る キロ 程（ 「 他路線と の競合部分に係る キロ 程」 重複を除く ） [ ス ] 」 については「 他路線と の競合部分に係る キロ 程」 と 重複する 区間がある

以外のキロ 程の比率」 の欄については、 ％以下第３ 位（ 小数点以下第４ 位切り 捨て） ま で算出し て記載する こ と 。

計算上生じ た単位未満の端数は切り 捨てる こ と 。

補助対象期間（ 愛知県バス 運行対策費補助金交付要綱第２ 条で定める 期間） に係る 旅客自動車運送事業等報告規則第２ 条第２ 項の「 事業報告書」 （ 第１ 編第３ 章に係る 経常費用を除く ）

及びこ れに関連する 必要な事項を記載し た書類。

第１ 条の２ 様式の運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表（ 補助対象路線に係る も のに限る ）

　 　 [ リ ] 欄の金額を比較し て少ない方の額

　 ②[ ラ ] 欄に記載がなく 、 「 特例措置」 の欄に「 ○」 を記載し ている 路線： [ ヨ ' ] 欄から [ ヨ ] 欄の金額を 控除し [ ケ] の比率を乗じ て得た金額を[ ヨ ] 欄の金額に加算し た金額と 、

　 　 [ レ ] 欄の金額を比較し て少ない方の額

　 ③[ ラ ] 欄に記載があり 、 「 特例措置」 の欄に「 ○」 の記載がない路線： [ ラ ] 欄の金額と [ リ ] 欄の金額を比較し て少ない方の額　

　 ④[ ラ ] 欄に記載がなく 、 「 特例措置」 の欄に「 ○」 の記載がない路線： [ ヨ ] 欄の金額と [ リ ] 欄の金額を比較し て少ない方の額

[ ネ] 、 [ ロ ] 、 [ ワ ] 、 [ ヲ ] 及び[ ン] 欄は、 系統ごと 百円単位（ 0. 5千円） ま で記載する こ と と し 、 合計の千円未満の端数は切り 捨てる こ と 。

[ マ] 欄ま では必ず記載する こ と と し 、 路線維持合理化促進補助金の対象と なら ない場合は[ ミ ] 欄以降記載し なく ても 良い。 その場合、 「 １ ． 交付を 受けよ う と する 補助金の額」 の系統数及び

補助金の額の欄には「 ―」 を記載する こ と 。

（ 路線維持合理化促進補助金の対象と なる 場合） 「 [ ユ] のう ち補助ブロ ッ ク 外乗入部分、 県外乗入部分及び過疎バス 路線維持費補助金の対象区間部分以外に係る も の」 の欄は、

「 特例措置」 の欄に「 ○」 を記載し た系統のみ記載する こ と 。

（ 路線維持合理化促進補助金の対象と なる 場合） [ ル] 欄は、 次の①～④の当てはま る 路線によ り 金額を 記載する こ と 。

　 ①[ ラ ] 欄に記載があり 、 「 特例措置」 の欄に「 ○」 を記載し ている 路線： [ ヨ ' ] 欄から [ ラ ] 欄の金額を 控除し [ ケ] の比率を乗じ て得た金額を[ ラ ] 欄の金額に加算し た金額と 、

「 補助対象経費[ ヌ ] 」 の欄は、 [ ニ] （ 平均乗車密度が5人未満の路線） に記載がある 場合は[ ニ] の金額を 記載し 、 記載がない場合は[ ナ] の金額を記載する 。 ま た、 「 特例措置」 の欄に

「 ○」 を記載し た系統については、 [ ナ' ] の金額から 左記の場合の[ ニ] の金額又は[ ナ] の金額を控除し て得た金額に[ ケ] の比率を乗じ て得た金額を 、 左記の場合の[ ニ] の金額又は

「 過疎バス 路線維持費補助金の対象区間に係る キロ 程[ ス ' ] 」 の欄、 「 補助ブロ ッ ク 外乗入部分、 同一補助ブロ ッ ク 県外乗入部分及び過疎バス 路線維持費補助金の対象区間部分以外の

「 改定率」 欄は、 認可を 受けた旅客運賃の上限変更の平均改定率を小数点第２ 位（ 第３ 位以下四捨五入） にて記載する こ と 。

合　　計

乗合バス 事業の収益、 実車走行キロ については、 高速バス 及び定期観光バス 等を除き 、 費用については、 高速バス 及び定期観光バス 等並びに補助対象期間（ 愛知県バス 運行対策費補助金

交付要綱第２ 条で定める 期間） における 第１ 編第３ 章に係る 経常費用を除く こ と 。

補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（ 愛知県バス 運行対策費補助金交付要綱第２ 条で定める 期間） と 相違し ている 事業者にあっては、 補助対象期間の仮決算を行い、

その損益状況を損益状況欄に記載する こ と 。

補助対象期間（ 愛知県バス 運行対策費補助金交付要綱第２ 条で定める 期間） 中の乗合バス 事業と 他の事業を兼業し ている 場合の関連収益及び費用の配分は、 昭和52年５ 月17日付け自総第388号、

自旅第151号、 自貨第55号によ る こ と 。 なお、 こ れによ り 会計を整理する こ と ができ ない特別の理由がある と き は、 知事に報告し 、 その承認を求める こ と 。

「 認可を受けた補助対象期間」 の欄は、 認可を受けた日付について、 基準期間の「 当年度」 、 「 前年度」 又は「 前々年度」 のいずれに該当する かを 記載する こ と 。

「 要綱1条1項第12号( ロ ) の適用割合」 欄は、 「 認可を受けた補助対象期間」 が基準期間の「 当年度」 の場合は「 ３ ／３ 」 、 「 前年度」 の場合は「 ２ ／３ 」 、 「 前々年度」 の場合は

「 １ ／３ 」 を それぞれ記載する こ と 。

補助
ブ

ロ ッ
ク 名

申請
番号

特例
措置

生活交通路線維持費
補助金計算額

路線維持合理化促進
補助金計算額

県補助金計算額 国庫補助金計画額 生活交通路線維持費
補助金及び路線維持
合理化促進補助金

交付申請額

千円

千円

千円

千円 千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

ネ ロ ネ＋ロ ＝ワ ヲ ン



第１ 号の２ 様式（ 日本産業規格Ａ 列４ 番）

年 月 日実施

( 1) 記載要領

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

有 無

有 無

有 無

有 無

合において 、 ス ト 及び積雪等の理由によ り バス が運行さ れな かっ た日は適用日数から 除く も のと する 。

平均乗車密度は、 （ B） ÷（ C） ÷（ F） と 連算し 、 その値について、 小数点第１ 位（ 第２ 位以下切り 捨て） ま で算出する こ と 。

備考欄には、 補助対象期間中に運行回数の変更があ っ た場合、 ス ト 及び積雪等の理由によ り バス が運行さ れな かっ た期間があ っ た 場合又は運賃改定があ っ た場合等特記すべき 事項について、 変更年月日又は期間及びその内容を 記載する こ と 。

各運行系統のキ ロ 程、 輸送人員、 輸送人キ ロ 、 運送収入、 実車走行キ ロ 、 運送雑収及び営業外収益の合計欄については必ず記載する こ と 。

市町村によ る 回数券購入等の有無は、 運送収入に含ま れる も のの有無について記載する こ と 。

みな し 運行回数は、 平均乗車密度が５ 人未満の路線について のみ算出し て記載する こ と 。 なお、 みな し 運行回数と は当該運行系統の輸送量を ５ 人で除し た 数値（ 端数切り 捨て ） を いう 。

こ の書類は、 補助対象期間について、 補助対象期間の末日現在における 状態に応じ て、 運行系統ご と に作成する こ と （ 補助対象系統のみ記載する こ と ） 。

申請番号は、 補助金交付申請書の申請番号と 同一のも のと する こ と 。

起点及び終点は停留所名を も っ て 記載し 、 主な経由地は他の運行系統と 区別でき る 停留所を も っ て 記載し 、 キ ロ 程は小数点以下第１ 位ま で記載する こ と 。

運行回数は、 補助対象期間中における １ 日の平均を 小数点第１ 位（ 第２ 位以下切り 捨て ） ま で算出し て記載する こ と 。 なお、 １ 往復を 運行回数１ 回と し 、 循環系統の場合は、 １ 循環で運行回数１ 回と する 。

１ 人平均乗車キ ロ は、 運行系統ご と に実態調査に基づいて 記載する こ と 。

輸送人キ ロ は、 輸送人員×１ 人平均乗車キ ロ によ り 算出する こ と 。

運送収入は、 当該運行系統の補助対象期間の運送収入について、 原則と し て 年１ 回以上実態調査を 実施し 、 その結果によ り 算出する こ と 。 ま た 、 実態調査日について も 記載する こ と 。

実車走行キ ロ は、 小数点第１ 位（ 第２ 位以下切り 捨て ） ま で算出し て 記載する こ と 。

平均賃率は、 停留所相互間総運賃額÷停留所相互間総キ ロ によ り 銭単位ま で算出する こ と （ 銭未満切り 捨て） 。 た だし 、 補助対象期間中に運賃改定があ っ た場合の当該運行系統の平均賃率は、 表中の計算式によ り 算出する こ と 。 な お、 こ の場

有 無合計

有 無

有 無

有 無

有 無

輸送
人員
( 人)

運送雑収
( 円)

営業外
収益
( 円)

計 平均
賃率
( 円)

平均乗車
密度

実施調査日 令和

運行系統 年間輸送実績 経常収益 平均乗車密度算定
輸送量

みなし
運行
回数

1人平均
乗車キ ロ

( ㎞)

輸送人キ ロ
( 人ｷﾛ)

運送収入
( 円)

実車走
行キ ロ
( ㎞)

市町
村に
よ る
回数
券購
入等
の有
無

備考

申請
番号

運行
系統名

起点 主な
経由地

終点 キ ロ 程
( ㎞)

運行
回数
( 回)

事　 業　 者　 名

運行系統担当部門

補助金担当部門

運行系統別輸送実績及び平均乗車密度算定表（ 　 　 　 年度）

( 担当部門の名称)

( 担当部門の名称)

( 責任者役職・ 氏名)

.

.

.

.

.

賃 率 賃 率

前の 平均

運賃改定

総適用日数

× ＋ ×

日数

適用適用

日数

運賃改定

後の平均

( 責任者役職・ 氏名)

.

.

.

.



第２ 号様式（ 日本産業規格Ａ列４ 番）  

番     号  

年  月  日  

 

               様 

 

愛知県知事 ○○ ○○   

 

○○年度生活交通路線維持費補助金及び路線維持合理化促進補助金の交付

決定及び額の確定通知書 
 

 ○○年○○月○○日付け○○第○○号で申請のあった○○年度生活交通路線維持費補助金及び

路線維持合理化促進補助金については、 愛知県バス運行対策費補助金交付要綱第９ 条及び愛知県

補助金等交付規則第４ 条並びに同規則第 14 条の規定により 次のと おり 交付するこ と を決定し、あ

わせてその額を確定したので通知する。  

 

１ ． 補助金の交付の対象と なる乗合バス事業の運行系統は、 ○○年○○月○○日付け○○○第○

○号で申請のあった運行系統のう ち申請番号第○号～第○○号のも のと し、 その内容は、 申請

書に記載さ れたと おり と する。  

 

２ ． 補助金の確定額は次のと おり と する。  

   ○生活交通路線維持費補助金 

運 行 系 統 数 補 助 金 の 確 定 額 

 千円 

   ○路線維持合理化促進補助金 

運 行 系 統 数 補 助 金 の 確 定 額 

 千円 

 

３ ． 補助金の交付を受けた者は、 次の条件に従わなければなら ない。  

( 1)  交付を受けた補助金については、 生活交通路線の維持の目的に従って、 効率的な運用を図

るこ と 。  

( 2)  補助金に関する収支を明ら かにした帳簿を備え、 補助金の交付を受けた日の属する会計年

度の終了後５ 年間保存するこ と 。  



第３ 号様式（ 日本産業規格Ａ列４ 番）  

番     号  

年  月  日  

 

 愛知県知事 ○○ ○○ 殿 

 

名称及び代表者名          

所 在 地 

 

○○年度生活交通路線維持費補助金（ 車両減価償却費等補助金） 交付申請書 

 

  愛知県バス運行対策費補助金交付要綱及び愛知県補助金等交付規則の規定により 、 ○○年

度生活交通路線維持費補助金（ 車両減価償却費等補助金） の交付を関係書類を添えて、 下記

のと おり 申請し ます。  

 

記 

 

１ ． 交付を受けよう と する補助金の額 

補助対象経費 補 助 金 の 額 

千円 千円 

 

 

 

２ ． 補助金の交付を受けよう と する理由



３ ． 申請の概要

◆初年度（ 令和 年度）

【 購入車両減価償却費】

○事業者の減価償却方法（ 定率法or定額法）

【 車両購入金融費用】

○事業者の返済方法（ 元利均等or元金均等）

円

[ ニ][ テ] [ ト ][ カ] の額以内 [ ツ ]

国庫補助金
計画額
( 千円)

償却限度額
( 円)

事業者償却額
( 円)

[ ヌ ] ＝( [ ナ] 又は[ ニ]
の少ない方の額）

円

円

円

[ カ] －[ ス ]
＝[ チ]

[ケ]と [ コ ] の
う ち少ない方

の額( 円)

償却期間
( 月)

円

円

千円

県補助
申請額①
( 千円)

[ タ ] ＝( [ セ] 又
は[ ソ ] の少ない

方の額）

普通償却
限度額
（ 円）

《 定率法》
[ カ] ×0. 4＝[ キ]

《 定額法》
[ カ] ×0. 2＝[ キ]

[ ク ] [ キ] ＋[ ク ] ＝[ ケ] [ コ ] [ サ]

円

県補助申請額
②( 千円)

車両価格
附属品
価格

改造費

実費購入費合
計額から 備忘
価格を控除し

た額( 円)

特別償却額
( 円)

[ エ] －1円＝[ オ]

計

購入等の種別

( 現金, 割賦, ﾘ ｽー)

[ ア]

. .

[ オ] と 限度額
のう ち少ない
方の額( 円)

[ カ]

生活交通
路線補助
金申請番

号

実費購入費（ 円） ＊消費税を除く

[ イ ] [ ウ ]

合計

[ ア] ＋[ イ ] ＋
[ ウ ] ＝[ エ]

. .

[ シ] [ ソ ]
[ ス ] ×1/2

＝[ セ]
[ サ] ×[ シ] ÷
12( 月) =[ ス ]

国庫補助
金計画額
( 千円)

県補助
計算額
( 千円)

補助対象経費 ＊
残存価格

( 円)

補助
ブロ ッ ク 名

申請番号
生活交通路線
名称又は区間

生活交通路線維
持費補助金申請

番号
車両の種別

生活交通
路線補助
金申請番

号

金融費用
補助対象額

( 円)

償還期間
( 月)

借入利率( ％)
年利

円

県補助計算額
( 千円)

[ ト ] ×1/2
＝[ ナ]

円

円

補助対象経費[ ツ ]と 2. 5％
のう ち低い方

の率( ％)

千円計

.

自動車
登録番号

.

乗車定員
( 人)

車両の長
さ ( m)

購入等年月日

.

. .

.



◆２ 年目以降（ 令和 年度）

【 購入車両減価償却費】

○事業者の減価償却方法（ 定率法or定額法） ※法令で認めら れた場合を除き 、 年度間での変更不可

【 車両購入金融費用】

○事業者の返済方法（ 元利均等or元金均等）

◆補助金申請額合計

円

円

[ヨ ] と 2. 5％
のう ち低い方
の率（ ％）

[ ラ ]

..

. .

自動車
登録番号

購入等年月日

.

県補助計算額
( 千円)

国庫補助金
計画額
( 千円)

円

[ マ]

償却期間
( 月)

補助対象経費

補助
ブロ ッ ク 名

申請番号
生活交通路線
名称又は区間

当該年度 初年度

生活交通路線維持費補助金
申請番号

.

＊
残存価格

( 円)

県補助申請額
③( 千円)

[ ノ ) －[ ミ ]
＝[ ヤ]

[ モ] ＝( [ ム] 又は[ メ ]
の少ない方の額)

生活交通
路線補助
金申請番

号

補助対象
限度額
( 円)

残存価額
( 円)

普通償却
限度額( 円)

特別償却額
( 円)

前年度[ ヤ] （ 2年
目のみ[ チ] ） の額

＝[ ノ ]
初年度[ カ] の

額＝[ ネ]
[ ヒ ]

[ ハ] ＋[ ヒ ]
＝[ フ ]

[ ヘ] [ ホ]

[ ホ] ×[ マ] ÷
12( 月) ＝[ ミ ]

《 最終年度》 [ ホ]
＝[ ミ ]

償却限度額
( 円)

[ メ ]
[ ミ ] ×1/2

＝[ ム ]

《 定率法》
[ ノ ] ×0. 4＝[ ハ]

《 定額法》
[ ネ] ×0. 2＝[ ハ]

事業者償却額
( 円)

[フ ]と [ ヘ] の
う ち少ない方

の額( 円)

[ ネ] の額以内
＝[ ユ]

金融費用補助
対象額( 円)

[ ヨ ]

借入利率( ％)
年利

（ 至）

償還期間
( 月) 今年度償還回数

（ 自）

計

生活交通
路線補助
金申請番

号

千円

円

[ レ ]

国庫補助金
計画額
( 千円)

千円

県補助計算額
( 千円)

[ ロ ] ＝( [ ル] 又は[ レ]
の少ない方の額)

県補助申請額
④( 千円)

円

[ リ ]

補助対象経費

[ リ ] ×1/2
＝[ ル]

円

合計

補助対象車両数

計

２ 年目以降

県補助申請額《 ①～
④》 ( 千円)

初年度

[ タ ] ＋[ ヌ ] ＋[ モ] ＋[ ロ ]



( 1)  記載要領
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

( 2)  添付書類
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

移動円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する 基準を 定める 省令第43条に基づく 適用除外車両の認定を 受けた車両にあっ ては、 認定書の写し
車両購入後の乗合バス 事業用車両の状況（ 車両数、 平均車令）
自動車登録事項等証明書の写し
バス 車両の主要部分の写真

「 生活交通路線維持費補助金申請番号」 の欄には、 補助申請車両の配車予定の運行系統（ 生活交通路線） に係る 維持費補助金の申請番号を 記載する こ と 。
「 車両の種別」 の欄は、 ノ ン ス テッ プ型ス ロ ープも し く はリ フ ト 付き 車両（ 標準仕様又はそれ以外の車両） 、 ワ ン ス テッ プ型ス ロ ープも し く はリ フ ト 付き 車両、 小型車両、 都市間連絡用車両の別がわかる よ う に記載する こ と 。
「 乗車定員」 の欄には、 座席数（ 運転席を 含む） に立席数を 加えた数を記載する こ と 。 なお、 立席は座席を 除いた面積を 1人当り の専有面積0. 14平方メ ート ルで除し た数と する （ 道路運送車両の保安基準第24条、 第53条） 。

「 国庫補助金計画額」 の欄は、 認定さ れた地域間幹線系統確保維持計画に記載さ れた車両ご と の国庫補助額を 記載する こ と 。

「 普通償却限度額」 の[ キ] 欄は、 平成24年４ 月１ 日以降に取得さ れた減価償却資産で、 定率法によ り 償却さ れる 事業者については、 0. 4（ 定率法） の償却率を 適用する こ と 。
「 普通償却限度額」 の[ ハ] 欄は、 「 補助対象限度額」 の[ ネ] 欄に保証率を 乗じ た償却額と の比較によ り 下回る 場合、 「 残存価格」 の[ ノ ] 欄に改定償却率を 乗じ た償却額と する 。 なお、 改定償却率を 乗じ た償却額を 普通償却限度額と し た場合、 次年度におい
て償却を行う 必要がある 場合は、 [ ム ] 欄は計算式によ ら ずに前年度と 同額と する 。 ※ 平成24年４ 月１ 日以後に取得し た車両： 保証率0. 10800　 改定償却率： 0. 500

実費購入費については、 見積書等によ る ほか、 車両価格、 附属品価格、 改造費それぞれ区分し た証拠書類を 提出する こ と 。 なお、 ２ 年目以降の車両については売買契約書等によ り 確認する こ と と する 。
リ ース 車両についても 当該記載要領を 準用する が、 リ ース 総額の見積書・ 契約書によ る ほか、 車両等価格及び金融費用相当額がわかる も のを 提出する こ と 。

補助対象期間（ 愛知県バス 運行対策費補助金交付要綱第２ 条で定める 期間） に係る 旅客自動車運送事業等報告規則第２ 条第２ 項の「 事業報告書」 （ 第１ 編第２ 章に係る 経常費用を 除く 。 ） 及びこ れに関連する 必要な事項を 記載し た書類
補助対象購入車両減価償却費及び当該購入に係る 金融費用の根拠と なる 書類（ ( 1) 7, 9, 10関連）
標準仕様ノ ン ス テッ プバス を 購入し た場合には、 認定書の写し
低床型車両のノ ンス テッ プ型で、 標準仕様以外の車両について補助を 受けよ う と する 場合には、 その理由を 記載し た書類

「 車両の長さ 」 の欄は、 小数点第1位（ 第2位以下切捨て） ま で記載する こ と 。
【 車両購入金融費用】 の「 補助対象経費」 の借入利率は、 実借入利率で算出し た額を 計上する こ と 。 （ 補助上限： 年2. 5％）
【 車両購入金融費用】 は、 売買契約書等によ る ほか、 償還期間に係る 償還表を 提出する こ と 。 なお、 初年度については見積書等の提出で足り る こ と と する 。
「 県補助計算額」 、 「 国庫補助金計画額」 及び「 県補助申請額」 の欄は、 車両ごと に百円単位( 0. 5千円) ま で記載する こ と と し 、 合計の千円未満の端数は切り 捨てる こ と 。

申請の概要は、 補助申請車両１ 両ご と に申請番号を かえて記載する こ と 。 ま た、 ２ 年目以降も 当該車両について補助申請を 行う 場合は、 初年度以降の申請の概要を 転記又は添付の上申請する こ と 。



３ ． 申請の概要（ 車両減価償却費等再編特例）

年度）

【 車両購入費用】

◆補助金申請額合計

( 1)  記載要領
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

( 2)  添付書類
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

補助対象期間（ 愛知県バス 運行対策費補助金交付要綱第２ 条で定める 期間） に係る 旅客自動車運送事業等報告規則第２ 条第２ 項の｢事業報告書」 （ 第１ 編第２ 章に係る 経常費用を除く 。 ） 及びこ れに関連する 必要な事項
を記載し た書類
標準仕様ノ ンス テッ プバス を購入し た場合には、 認定書の写し
低床型車両のノ ンス テッ プ型で、 標準仕様以外の車両について補助を 受けよ う と する 場合には、 その理由を記載し た書類
移動円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する 基準を定める 省令第43条に基づく 適用除外車両の認定を受ける 予定の車両にあっては、 認定書の写し
車両購入後の乗合バス 事業用車両の状況見込（ 車両数、 平均車令）
自動車登録事項等証明書の写し
バス 車両の主要部分の写真

合計

申請の概要は、 補助申請車両ごと に申請番号を かえて記載する こ と 。
「 生活交通路線補助金申請番号」 の欄には、 補助申請車両の配車予定の運行系統（ 生活交通路線） に係る 維持費補助金の申請番号を 記載する こ と 。
「 車両の種別」 の欄は、 ノ ンス テッ プ型ス ロ ープも し く はリ フ ト 付き 車両（ 標準仕様又はそれ以外の車両） 、 ワ ンス テッ プ型のス ロ ープも し く はリ フ ト 付き 車両、 小型車両、 プティ バス 型車両、 都市間連絡用車両の別
がわかる よ う に記載する こ と 。
「 乗車定員」 の欄には、 座席数（ 運転席を含む） に立席数を加えた数を記載する こ と 。 なお、 立席を除いた面積を １ 人当り の専有面積0. 14平方メ ート ルで除し た数と する （ 道路運送車両の保安基準第24条、 第53条） 。
「 車両の長さ 」 の欄は、 小数点第1位（ 第2位以下切捨て） ま で記載する こ と 。
「 県補助計算額」 、 「 国庫補助金計算額」 及び「 県補助申請額」 の欄は、 車両ごと に百円単位（ 0. 5千円） ま で記載する こ と と し 、 合計の千円未満の端数は切り 捨てる こ と 。
実費購入予定費については、 見積書等によ る ほか、 車両価格、 附属品価格、 改造費それぞれ区分し た証拠書類を提出する こ と 。
「 国庫補助金計画額」 の欄は、 認定さ れた地域間幹線系統確保維持計画に記載さ れた車両ごと の国庫補助額を記載する こ と 。

県補助申請額( 千円)

[ サ]

補助対象車両数

[ シ]

（ 令和

[ オ] と [ カ] の
う ち少ない方

の額( 円)

計

改造費車両価格
附属品
価格

合計

生活交通
路線補助
金申請番

号

[ キ] ＝[ ク ][ キ][ カ][ ウ ][ イ ][ ア]
[ ア] ＋[ イ ] ＋
[ ウ ] ＝[ エ]

[ エ] －1円＝[ オ]

実費購入費（ 円） ＊消費税を 除く 実費購入費合
計額から 備忘
価格を 控除し

た額( 円)

当該車両補助
金限度額( 円)

[ サ] ＝( [ ケ] 又は
[ コ ] の少ない方の

額)

県補助申請額
( 千円)

自動車
登録番号

購入等年月日

.

..

県補助計算額
( 千円)

国庫補助金
計画額
( 千円)

[ コ ][ ク ] ×1/2＝[ ケ]

.

車両の長
さ ( m)

補助対象経費
( 円)

補助
ブロ ッ ク 名

申請番号
生活交通路線
名称又は区間

生活交通路線維持
費補助金申請番号

車両の種別
乗車定員

( 人)



第４ 号様式（ 日本産業規格Ａ列４ 番）  

  番     号  

  年  月  日  

 

            様 

 

愛知県知事 ○○ ○○   

 

○○年度生活交通路線維持費補助金（ 車両減価償却費等補助金）  

の交付決定及び額の確定通知書 

 

 ○○年○○月○○日付け○○○第○○号で申請のあった○○年度生活交通路線維持費補助金

（ 車両減価償却費等補助金） については、愛知県バス運行対策費補助金交付要綱第16 条及び愛知

県補助金等交付規則第４ 条並びに同規則第14 条の規定により 次のと おり 交付するこ と を決定し、

あわせてその額を確定したので通知する。  

 

１ ． 補助金の交付の対象と なる事業は、 ○○年○○月○○日付け○○○第○○号で申請のあった

車両減価償却費等のう ち申請番号第○号～第○○号のも のと し 、 その内容は、 申請書に記載さ

れたと おり と する。  

 

２ ． 補助金の確定額は次のと おり と する。  

補助対象経費 補 助 金 の 額 

千円 千円 

 

３ ． 補助金の交付を受けた者は、 次の条件に従わなければなら ない。  

( 1)  交付を受けた補助金については、 生活交通路線の維持の目的に従って、 効率的な運用を図るこ と 。  

( 2)  補助金に関する収支を明らかにした帳簿を備え、 補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了

後５ 年間保存すること 。  


